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第１章 計画策定の趣旨

１ 背 景
本格的な人口減少社会の到来や温室効果ガスの排出削減に向けたに直面する中、

「第４次産業革命」の進展、持続可能な開発目標「SDGs」の推進など、世界的

な動きといった社会情勢の変化に加え、南海トラフ巨大地震、活断層地震、頻発

化・激甚化する豪雨などの災害への対応や事前復興の取組、さらには電力システ

ム改革の進展など、公営企業を取り巻く状況は大きく変化している。

（１）自然エネルギー導入の加速

平成27年12月、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）にお

いて、温室効果ガス排出削減の国際的枠組み「パリ協定」が採択され、平成28

年11月に発効した、日本においても平成30年7月に「第5次エネルギー基本計

画」が策定されたことにより、加え、災害時の自立・分散型のエネルギー供給

の観点からも、自然エネルギーへのさらなる期待や普及拡大の必要性が高まっ

ている。

（２）地方創生の推進

地方の人口減少や東京一極集中に対応するため、平成26年11月「まち・ひ

と・しごと創生法」が施行され、令和元年12月には国の第2期「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」が策定され、県においても新たな総合戦略の策定作業が

進んでおり、県民の力を集結した地方創生のより一層の推進が求められている。

（３）南海トラフ巨大地震に加え、活断層地震、豪雨災害への対応

切迫している南海トラフ巨大地震や活断層地震、大規模な連続地震や近年頻

発化・激甚化する豪雨災害への備えが迫られている。

（４）電力システム改革への対応

電力システム改革によって、平成28年4月から電力の小売全面自由化が実施

され、平成30年5月からの非化石価値取引市場の創設、また平成3２令和2年

度からは送配電部門の法的分離が予定されるなど、電力市場の多様化とにおけ

る競争が本格化し、発電事業は大きな変化の時期に直面している。

（５）高度化多様化するニーズへの対応

駐車場事業においては、利用者の価値観やライフスタイルが変化しており、

機能だけでなく、利便性、快適性の追求など、高度化・多様化するニーズに対

応したユニバーサルデザインへの配慮など機能だけでなく、快適性や安全・安

心の追求など、多様化するニーズに対応し利便性を向上させることが不可欠と
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なっている。

こうした経営環境の変化に的確に対応し、「自然エネルギー導入」を加速させ

るとともに、「地方創生の推進」や「環境保全」への対応をとおした社会貢献、「施

設の安全安心の確保」や「さらなる経営力の強化」を図るため、新たな総務省の

「経営戦略策定ガイドライン」に準拠し平成29年3月に策定した「徳島県企業局

経営計画」を策定、この度見直しすることとした。

２ 前経営計画の検証

（１）「前経営計画」について

平成25年度から平成28年度までの4年間を計画期間とする前経営計画では、

「①安価で良質、安定したサービスの提供」、「②経営資源を活用した経営基盤

の強化」、「③環境保全をはじめとした社会貢献の推進」の3つの経営目標を掲

げ、健全経営のもと県民生活の向上に貢献するよう取り組んできた。

（２）実績と検証

① 自然エネルギーの普及

県営では西日本初のメガソーラーを設置するとともに、自然エネルギーの

大切さや先端技術を子どもたちに学んでいただくための施設として、川口ダ

ム自然エネルギーミュージアムを整備し、自然エネルギーのさらなる普及啓

発に努めた。

さらに、新たな自然エネルギーである小水力発電や木質バイオマス発電な

ども視野に、導入を加速させていく。

② 社会貢献

県営水力発電所やダムが所在する町において、公有林化の促進を支援する

「森づくり支援事業」及び地域の活力や環境保全活動を支援するための「ダ

ム水源地サポート事業」を実施し、地域振興に寄与した。
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さらに、スマート回廊を核に、地域や企業、町などと連携を図りながら、

にぎわいの創出に努めていく。

③ 安全安心

平時はもとより、発災時にも安定供給が可能になるよう適切な維持管理に

努めるとともに、老朽化や南海トラフ巨大地震等への地震対策として、工業

用水道の管路及び電気・工業用水道事業に係る土木・建築施設の強靱化対策

を進めた。

さらに、活断層地震や連続地震などの災害を想定し、復旧訓練や資機材の

拡充、BCP※の見直しなどを実施していく。

※BCP：事業継続計画

④ 安定経営

長期工事計画に基づき、将来必要となってくる設備の改良・修繕を実施す

るなど、保守管理に万全を期すとともに、長期的な必要資金を把握しながら

事業経営を行うことで、安定経営の実現を図った。

さらなる保守管理の効率化や工法等の見直しに取り組み、経費の節減・縮

減に努めていく。

⑤ 人材育成

確実な技術伝承を進めるため、適材適所の人事配置によるスキルアップに

加え、経営力や企画力育成のため、知事部局との人事交流や本局への若手職

員の登用を進めた。

さらに、他機関との人事交流や民間団体等への研修を実施していく。

３２ 計画期間と目的
（１）計画期間

平成29年度から平成38令和８年度までの「10年間」とする。

なお、計画は中間期である5年後（平成33令和3年度）に抜本的な見直しを

行うものとし、するが、今回、企業局を取り巻く社会情勢の変化等に応じやユ

ーザーのニーズに即応するため、令和元年7月に策定された「『未知への挑戦』

とくしま行動計画」も踏まえた見直しを行い、今後も適宜見直しを行うものと

する。

（２）目的

10年先を見据え、自然エネルギー社会に向けた加速推進や先導的な取組・

研究、安全安心対策、地域連携による地方創生を通じ、様々な行政分野との施

策連携を図りながら、公営企業としての取組を加速する。
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第２章 経営理念と経営目標

１ 経営理念
企業局は、地方公営企業として、「企業の経済性の発揮」と「公共福祉の増進」

の経営基本原則に則り、県民目線、現場主義のもと、一歩先の未来を切り拓くべ

く、県民生活の向上と地域社会への貢献に全力で取り組む。

２ 対象領域
地方公営企業として、「電気事業」、「工業用水道事業」、「土地造成事業」及び

「駐車場事業」を実施運営する。

３ 経営目標
企業局を取り巻く新たな社会環境の変化や前計画の検証結果計画策定の趣旨か

ら、次の3つを「経営目標」に掲げ取り組む。

目標１

「自然エネルギー導入の加速」、「地方創生」、「環境保全」、「観光交流」
などの様々な分野と連携した社会貢献の加速

目標達成のための取組
ア 自然エネルギー導入の加速
イ 「既存ストックの有効活用」と

「政策連携」による地方創生への貢献
ウ 戦略的な情報発信の推進

目標２

平時・災害時の両面での「安全安心で安価・良質なサービス」の提供

目標達成のための取組
エ 南海トラフ巨大地震・活断層地震、

老朽化対策及び事前復興の取組
オ 危機管理体制の強化
カ 適正な施設の維持管理
キ 工事、維持管理等の効率化及び

Society5.0の実装に向けた取組
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目標３

社会環境が大きく変化する中、「人材育成」や「資源の有効活用」、
戦略的な「収益増と効率化」による経営力の強化

目標達成のための取組
ク 未来を切り拓く人づくりと組織づくり
ケ 経営資源の有効活用
コ 情報収集の強化

（オの再掲 危機管理体制の強化）

（キの再掲 工事、維持管理等の効率化）

取組事項

1

①

②

③

2

④

⑤

⑥

⑦

3

⑧
⑨

⑩

⑭
海
洋
資
源

⑮
陸
上
資
源

⑯
平
和

⑰
実
施
手
段

No.
 経営目標

①
貧
困

②
飢
餓

③
保
健

④
教
育

⑤
ジ

ェ
ン
ダ
ー

⑥
水
・
衛
生

⑦
エ
ネ
ル
ギ
ー

⑧
経
済
成
長
と
雇
用

⑨
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン

⑩
不
平
等

⑪
都
市

⑫
生
産
・
消
費

⑬
気
候
変
動

未来を切り拓く人づくりと組織づくり

経営資源の有効活用

情報収集の強化

社会貢献の加速

適正な施設の維持管理

自然エネルギー導入の加速

戦略的な情報発信の推進

経営力の強化

「既存ストックの有効活用」と「政策

連携」による地方創生への貢献

安全安心の確保

南海トラフ巨大地震・活断層地震、老

朽化対策及び事前復興の取組

危機管理体制の強化

工事、維持管理等の効率化及び

Society5.0の実装に向けた取組

経営目標の取組事項と

ＳＤＧｓの対応関係
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第３章 経営戦略

１ 共通戦略（組織運営等）
（１）組織体制の強化

① 現状

現在、公営企業管理者である企業局長を筆頭に、副局長1名、次長21名及

び本局３2課2934名と総合管理事務所推進センター7172名の計104109

名の職員で事業を運営している。

組織体制の強化においては、坂州発電所大規模改良工事の本格化と近年の異

常気象に伴うゲリラ豪雨による突発的な出水への対応のため、平成27年度か

らダム管理課に川口ダム第三担当を新設し、体制強化を図った。

また、技術部門の集約による連携強化を図るため、平成28年5月から本局

の電力課、工務課を総合管理事務所へ移転した。

組織体制の強化においては、各事業の推進や課題解決を迅速に行うため、平

成29年度に電力課・工務課を事業推進課に統合し、令和元年5月には本局と

一体となった事業の取組や機能強化を図るため、総合管理事務所を総合管理推

進センターに、管理課・保全課をそれぞれ総合管理課・施設保全課に改編した。

体制のスリム化においては、平成15年度から始まった行政改革プランへの

対応により、平成15年度比較では欠員も含み2419人（1915％）の人員を

削減した。

○ 組織及び職員数

年　度 H15 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

本　局 42 39 38 37 37 38 36 33 35 35 37

事務所 86 72 71 72 73 72 73 71 72 72 72

計 128 111 109 109 110 110 109 104 107 107 109

企業局職員数の推移                       （単位：人）
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○ 年齢別職種構成（電気、機械）

年齢別職種構成

② 課題

・自然エネルギーの一層の推進や施策連携による地方創生への取組など新たな

社会ニーズや課題への対応のため、組織体制の強化を図る必要がある。

・団塊の世代の大量退職や組織のスリム化に伴い、技術系職員（電気・機械職）

の年齢・職種構成に偏在が生じており、その是正が必要である。

・技術力の確実な伝承に加え、経営環境の変化や新たな課題などに的確に対応

できる人材を継続的に育成する必要がある。

③ 課題解決への取組 【ク 未来を切り拓く人づくりと組織づくり】

・自然エネルギーの一層の推進をはじめ課題克服に対応できる組織体制を構築

する。

・計画的な採用により人材補強を図る。

・設備、施設に関する知識や整備技術を確実に次の世代へ引き継ぎ、現場力の

底上げを行う。

・活発な人事交流による「幅広い視野」や「新たな発想」を持った人材を育成

する。

・産学官学での共同研究等を通じて、専門的スキルとモチベーションの向上を

図る。
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（２）多様化するニーズの把握

① 課題

事業運営に対する様々な意見や提言を、広く収集し、施策へ反映する必要が

ある。

② 課題解決への取組 【コ 情報収集の強化】

事業運営に関し、広く県民から意見がいただけるようホームページやSNS※

などの電子媒体を活用し、意見聴取の拡大を図る。

※SNS：フェイスブック、インスタグラムなど

（３）事業認知度の向上対策

① 課題

安定的な事業運営のためには、企業局事業への理解と協力が不可欠であり、

より一層信頼される公営企業となるため、企業局の業務、社会貢献への取組に

ついて、県民に広く知っていただく必要がある。

② 課題解決への取組 【ウ 戦略的な情報発信の推進】

事業運営に関し、県民の理解と協力が得られるようケーブルテレビ、ホーム

ページ、SNS、YouTubeなどの様々な電子・広告媒体や川口ダム自然エネル

ギーミュージアム（川口エネ・ミュー）を活用し、積極的なPRに努める。

（４）更なる業務の効率化

① 課題

電力システム改革の進展や厳しい社会情勢の中、公営企業として持続的、安

定的に事業を継続していくためには、より一層の業務の効率化と職員のコスト

意識の醸成を図る必要がある。

② 課題解決への取組 【ク 未来を切り拓く人づくりと組織づくり】

効率的な業務遂行のため、常に業務を点検し、現場からの業務改善を進める

とともに、先進施設の視察や研修会への参加を通じて、更なる効率化に努め、

経営基盤の強化を図る。

（５）資産の有効活用

① 課題

財務収益拡大のため、資金の安定した運用を図る必要がある。

② 課題解決への取組 【ケ 経営資源の有効活用】

・資金運用については、安全かつ効率的な運用に努め、運用利息の増を図る。

・南海トラフ巨大地震対策に多額の資金を要する工業用水道事業や知事部局等

に対し、事業経営に影響のない範囲で資金貸付を行う。



8

（６）財務の状況（４事業合計）

① 現状

○ 収支状況（決算）

収支状況（決算）の推移

○ 内部留保資金

内部留保資金の状況

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

４事業合計 12,401 13,325 14,631 13,770 13,804 12,829 15,608 16,997 17,545 18,670

　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

事業収益 3,707 3,753 3,642 3,666 4,116 4,572 4,221 4,284 4,253 4,292

事業費用 2,992 3,294 3,194 3,005 3,559 3,951 3,372 3,390 3,419 3,725

純損益 715 459 448 661 557 621 849 894 834 567

　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)税抜
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② 収支見通し（４事業合計）

○ 長期収支計画

各事業の投資計画を踏まえた計画期間の収支見通しを、次ページに示す。

（H29、H30は決算額、R1は予算額：以降同じ）

○ 収支見通し

○ 資金見通し
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※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み

注1）「事業収益」については、令和元～８年度は、電気事業の営業雑収益として「特別修繕引

当金取崩額」を収益化している。

「特別修繕引当金取崩」の対象工事

○各水力発電所における水車発電機内部点検手入れ工事

：令和2～4年度、令和6～8年度

○各太陽光発電所におけるパワーコンディショナ（直流－交流変換器）取替工事

：令和5～６年度

注2）「人件費」については、令和6年度以降は減少しているが、その要因は、会計制度見直しに

伴う職員全員分の「退職給付引当金」の積立が令和5年度で完了するためである。

長期収支計画表（４事業合計）
項目 年度 H29 H30 R1 R2

事  業  収  益  4,252,739 4,291,503 4,631,098 4,611,811
 うち料金収入等 4,084,328 4,116,400 4,098,835 4,095,534
事  業  費  用  3,418,752 3,724,950 4,455,366 4,531,105
 うち人件費 1,066,392 1,137,106 1,222,187 1,323,071
 うち修繕費 329,117 377,356 828,871 894,465
 うち減価償却費 941,274 977,676 995,297 1,021,865

833,987 566,553 175,732 80,706
国庫補助金 141,237 15,699 0 0
貸付償還金 608,554 368,969 294,611 304,867
企     業     債 0 0 0 0
他会計借入金 500,000 0 0 400,000
そ     の     他 3,356 9,360 33,493 55,698

計 1,253,147 394,028 328,104 760,565
改     良    費 1,903,914 991,509 1,844,947 1,954,255
他会計貸付金 550,000 0 0 400,000
企業債償還金 195,993 182,233 155,980 118,378
借入償還金 0 0 33,333 66,667
そ     の     他 71 32 230,300 0

計 2,649,978 1,173,774 2,264,560 2,539,300
-1,396,831 -779,746 -1,936,456 -1,778,735
1,396,831 779,746 1,936,456 1,778,735

内部留保資金 17,544,916 18,669,617 17,392,275 16,753,065
貸付金残高 4,474,246 4,105,277 3,810,667 3,905,800
借入金残高 2,500,000 2,500,000 2,466,667 2,800,000
企業債残高 696,520 514,287 358,307 239,929

支
出

年
度
末

資
金
状
況

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

収
入

支
出

差引

補 填 財 源

収
入

純損益
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（単位：千円）
R3 R4 R5 R6 R7 R8

4,647,577 4,650,522 4,498,552 4,751,739 4,608,636 4,436,136
4,132,255 4,131,775 4,157,641 4,154,175 4,159,535 4,159,055
4,522,145 4,588,271 4,375,274 4,625,116 4,394,900 4,295,803
1,301,622 1,254,086 1,312,296 1,137,570 1,175,131 1,251,153

980,615 947,061 554,615 1,041,073 827,093 662,649
1,049,491 1,078,588 1,090,858 1,067,124 1,035,579 1,038,019

125,432 62,251 123,278 126,623 213,736 140,333
0 0 0 0 0 0

323,385 517,785 312,385 321,570 239,192 206,015
0 0 0 0 0 0

600,000 600,000 0 0 0 400,000
0 13,480 2,860 22,270 0 3,150

923,385 1,131,265 315,245 343,840 239,192 609,165
1,523,391 1,832,450 544,048 1,615,978 989,605 898,523

600,000 600,000 0 0 0 400,000
98,609 52,984 35,249 29,904 9,811 7,744
85,185 285,185 85,186 100,000 122,222 144,444

0 0 0 0 0 0
2,307,185 2,770,619 664,483 1,745,882 1,121,638 1,450,711

-1,383,800 -1,639,354 -349,238 -1,402,042 -882,446 -841,546
1,383,800 1,639,354 349,238 1,402,042 882,446 841,546

16,552,870 16,109,111 17,098,879 16,686,597 16,986,339 17,533,939
4,182,415 4,264,630 3,952,244 3,630,674 3,391,482 3,585,467
3,314,815 3,629,630 3,544,444 3,444,444 3,322,222 3,577,778

141,320 88,336 53,087 23,183 13,372 5,628
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２ 「電気事業」経営戦略
（１）現状

① 事業概要

電気事業は、戦後の急迫した電力事情に対応するため、治水、かんがい等を

総合的に開発する「那賀川河川総合開発事業」及び「勝浦川総合開発事業」に

参画して水力発電所を建設・運営することにより電力確保の一翼を担い、同時

に、地域経済の発展に寄与することを目的に、昭和31年４月に電気局を発足

した。

クリーンで安全な純国産エネルギーである水力発電や太陽光発電による電力

供給を行うことにより、地球温暖化対策に貢献している。

現在、坂州発電所、日野谷発電所、川口発電所及び勝浦発電所の４水力発電

所とマリンピア沖洲太陽光発電所、和田島太陽光発電所の２太陽光発電所を運

営し、年間約3億8,154万kWh（平成27年度実績）約3億2,380万kWh（平

成30年度実績）の電力量を四国電力株式会社に売電しており、県内世帯の約

３割34%に相当する電力需要を担っている。

また、温室効果ガスを排出しないクリーンエネルギーとして、年間約2724

万トンのCO２削減に貢献している。

② 水力発電施設の概要

坂州発電所 日野谷発電所 川口発電所 勝浦発電所

発電所名 所在地 水　系
最大出力

(kW)

年間予定
供給電力量
(千kWh)

最　　大
使用水量
(m3/s)

運転開始
年　　月

坂　  州 那賀郡那賀町 那賀川水系 2,500 6,400 6.3 S27.  5

日 野 谷 〃 〃 62,000 242,400 60 S30.11

川　  口 〃 〃 11,700 45,600 70 S35.10

勝　  浦 勝浦郡勝浦町 勝浦川水系 11,300 35,000 10 S52.  5

合　  計 － － 87,500 329,400 －    －

（R1.5.1現在）
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③ 太陽光発電施設の概要

マリンピア沖洲太陽光発電所 和田島太陽光発電所

④ 供給実績

供給電力量・売電収入の推移

 発電所名   坂　州   日野谷   川　口   勝　浦 マリンピア 和田島

供給電力量 5,417 231,824 44,354 36,525 2,770 2,908

小　　計

合　　計

318,120 5,678

供給電力量（平成３０年度）             （単位：千kWh）

323,798

発電所名 所在地
敷地面積

(㎡)
最大出力

(kW)

年間予定
供給電力量
(千kWh)

運転開始
年　　月

マリンピア沖洲
太陽光発電所

徳島市
東沖洲１丁目

27,093 2,000 2,330  H25.  4

和田島
太陽光発電所

小松島市
和田島町

28,892 2,000 2,359  H25.10

合　計 － － 4,000 4,689

（R1.5.1現在）

太陽光発電施設の概要



14

⑤ 経営状況

直近10年については、水力発電の安定した料金収入と平成25年度に運転を

開始した太陽光発電所の売電による収益増により、健全経営を維持している。

費用面では、水車発電機のオーバーホールの有無により、年度ごとに大きな

変動がある。

借入金である企業債については、償還計画に基づき、平成21年度に償還が

完了している。

収支状況（決算）の推移

  項　目  内部留保額 項　目 貸付残高

損 益 勘 定 留 保 資 金 6,706 他会計貸付金 4,055

利 益 剰 余 金 4,253

引 当 金 2,387

合　計 13,346

(単位：百万円) (単位：百万円)

・企業債未償還残高はゼロ
・損益計算書、貸借対照表、資金
保有状況は平成30年度末の値

資金保有状況
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（２）課題と取組

① 自然エネルギー導入の加速

○ 課題

平成30年7月に策定された第5次エネルギー基本計画において、「再生可

能エネルギーの主力電源化」が打ち出されたことによる自然エネルギーへの

期待や、災害に強い「自立・分散型エネルギー社会」の構築が求められてい

る。企業局ではこれまで運営してきた水力発電や太陽光発電などで培った知

識・技術力を活かし、地方公営企業として、本県の「自然エネルギー立県と

くしま推進戦略」に貢献できる取組を行う必要がある。

○ 課題解決への取組 【ア 自然エネルギー導入の加速】

水力、太陽光発電によるCO2排出削減に加え、小水力発電などの新たな

自然エネルギー導入への挑戦を通じて、全国をリードする「自然エネルギー

立県とくしま推進戦略～『環境首都・新次元とくしま』の実現～」（県の目

標：県内の「自然エネルギーによる電力自給率」2030年3750％）の一翼

を担うに寄与する。

企業局の持つ技術、知識、経営手法を最大限活用し、小水力発電などの自

然エネルギー導入に対し、先導的な取組を行うとともについて、市町村・民

間等へのプッシュ式の導入支援を積極的に推進するとともに、モデル事業の

候補地について発電所跡地等にこだわらず視点を変えてリサーチを行う。ま

た、相談窓口による積極的な技術支援及びや情報提供を行う。

また、水素エネルギー社会への対応を推進する。

② 地方創生への対応

○ 課題

電気事業の運営には、事業に対する水源地域住民の理解と協力が不可欠で

あり、過疎化や人口減少が深刻化する水源地域に対し、更なる地域貢献を図

る必要がある。

○ 課題解決への取組

【イ 「既存ストックの有効活用」と「政策連携」による地方創生への貢献】

令和元年7月に策定された「川口ダム湖畔活性化構想」に基づき、川口ダ

ム湖畔を核としたダム水源地域の活性化に向けて、地域観光資源と一体とな

り、川口ダム自然エネルギーミュージアム川口エネ・ミューや親水護岸など

の既存施設等を有効活用した取組を進めるとともに、東京五輪キャンプ地誘

致を見据えたカヌー拠点への整備支援、スマート回廊ツアープロジェクトの

推進を中心として、地域観光資源を有効活用したニューツーリズムの創出や、

ダム水源地の森づくり支援、ダム水源地域の漁業振興や河川環境改善などに

より、町や関係部局、徳島森林づくり推進機構などの関係団体等と連携して、

更なる地域振興を行う。

③ 巨大地震への対応
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○ 課題

南海トラフや活断層地震などの巨大地震に対し、発災後の速やかな復旧や

事業継続のために、危機管理体制の強化を図る必要がある。

○ 課題解決への取組 【オ 危機管理体制の強化】

連続地震を見据えたBCP等の見直しや平時からの復旧訓練の実施により、

危機管理体制の強化を図る。

④ 耐震・老朽化対策の強化

○ 課題

水力発電施設については、那賀川水系の坂州、日野谷、川口発電所の運転

開始から55年以上が経過しているため、南海トラフ巨大地震等に備えた早

急な耐震化や設備の老朽化対策、長寿命化の推進を計画的に行い、電力の安

定供給に努める必要がある。

また、これら耐震・老朽化対策には、多額な費用を要するため、長期的な

視点に立った投資計画を策定するとともに、工事・維持管理等の効率化を図

る必要がある。

○ 課題解決への取組

【エ 南海トラフ巨大地震・活断層地震、老朽化対策及び

事前復興の取組】

【キ 工事、維持管理等の効率化及びSociety5.0の実装に向けた取組】

発災後も電力供給が継続できる施設とするため、地震対策に集中投資する

とともに、安定供給を確保するため、計画的に施設の老朽化対策を実施する。

また、発電停止が必要な修繕改良工事の計画や実施においては、施工時期

や工法等の工夫により停止期間の短縮を図るとともに、最新技術の導入、機

能集約や設備容量の見直し等による効率的な設計を通して効率化を行い、同

時に、ライフサイクルコストを考慮した適切な設備の機能維持や長寿命化を

進める。

⑤ 電力自由化への対応

○ 課題

電力システム改革の進展で、売電先の選択肢が増える一方で、電力市場価

格の変動により、今後の売電料金への影響が懸念される。

このため、今後も、全国の公営電気事業者と連携して、国や電力市場の動

向等、関連情報の収集に努めていく必要がある。

○ 課題解決への取組 【ケ 経営資源の有効活用】【コ 情報収集の強化】

安定した収益確保のため、今後の国や非化石価値取引市場等の電力市場の

動向及び他県公営電気事業者の対応に留意しながら、最適な売電方法の検討

を行う。

このため、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、電力システム改革

による制度改正に対して、情報収集の強化を図る。
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⑥ 維持管理の更なる効率化設備の機能維持の確保

○ 課題

電力の安定供給のために、日常巡視や定期点検を通じて、常に設備の状態

を把握し、状況に応じ速やかな機能回復や工事計画への反映が必要である。

また、維持管理業務の合理的・効率的な実施のために、省力化に向けた取

組が必要である。

○ 課題解決への取組 【カ 適正な施設の維持管理】

【キ 工事、維持管理等の効率化】

施設・設備を常に良好な状態に維持するため、計画的な設備等の更新、修

繕工事を行うとともに、日常点検や発災後などの緊急点検による故障や被災

状況の速やかな発見と処置により、迅速な機能回復を図る。の確実な実施と、

発災時等においても速やかに機能回復できる体制やマニュアル等を整備す

る。

また、効率的な維持管理を行うため、ロボット活用について、産官学連携

のもと調査研究を行う。

⑦ 「Society5.0」の実装に向けた取組

○ 課題

IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなどの革新技術がけん引する「第４次

産業革命」が進展する中、「事業のスマート化」、「働き方改革」を実現する

ための積極的な取組が求められる。

○ 課題解決への取組

【キ 工事、維持管理等の効率化及びSociety5.0の実装に向けた取組】

過去から蓄積された電力供給支障等の機器異常データを活用して、今後の

異常発生時に迅速かつ的確に対応するため、これまでに実装した「AIトラ

ブルシューティング支援システム」を運用するとともに、センサー技術と

AIを活用し機器の異常発生を事前予知するための「AI異常予知システム」

を実装・運用する。

また、規模が大きいインフラ設備であるダムや発電所を効率的かつ安全に

点検するため、これまでに産学官連携で培ったノウハウを活かしたドローン

を活用する。
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（３）投資計画・収支見通し

① 投資計画

発電所ごとの断水計画や水車発電機の長期停止に併せ、工事の集中化や停止

期間の短縮など、計画的かつ合理的な投資計画を作成した。

○ 建設改良費

水力発電施設において、平成27年度から坂州発電所のリニューアル工事

を実施しており、平成29年度の運転開始予定である。

また、耐震化工事を順次進めるとともに、運転開始から60年以上経過し

た日野谷発電所をはじめ各発電所の老朽化対策を計画的に実施する。

計画期間の建設改良費は、以下のとおり。

工法、設計の最適化などの工夫により、工事コストを５％縮減する。
（直近の長期工事計画の工事費に対する削減率）

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計

水力発電 920 474 1,219 928 734 1,058 140 1,156 479 114 7,222

建設改良費　　　　　　　　　　　(単位：百万円)税込

箇所名 工事名 年度

山側法面補強 令和2年度

水車ランナ更新（２号） 令和2年度

水車ランナ更新（３号） 令和4年度

水車ランナ更新（１号） 令和7年度

放流警報設備取替 令和3年度

川口寮建替 令和4年度

川口ダム付属施設耐震化対策
令和2年度

～令和8年度

勝浦発電所 棚野ダム自動制御装置取替 令和4年度

主な改良工事

日野谷発電所

川口発電所
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○ 修繕費

運転保守基準に基づき、計画的に水車発電機等の機器点検及び修繕を実施

し、電力の安定供給を確保する。

計画期間の修繕費は、以下のとおり。

工法、設計の最適化などの工夫やライフサイクルコストを考慮した適切な

機能維持などにより、工事コストを５％縮減する。
（直近の長期工事計画の工事費に対する削減率）

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計

水力発電 222 333 608 659 780 651 358 893 713 557 5,774

太陽光発電 16 33 36 16 17 23 100 103 9 1 354

計 238 366 644 675 797 674 458 996 722 558 6,128

　　　修繕費　　　　　　　　　　　(単位：百万円)税込

工事名 年度

水車発電機内部点検手入れ（２号） 令和2年度

水車発電機内部点検手入れ（３号） 令和4年度

水車発電機内部点検手入れ（１号） 令和7年度

水路橋内面塗装

水圧鉄管内面塗装

水車発電機内部点検手入れ（２号） 令和3年度

水車発電機内部点検手入れ（１号） 令和6年度

勝浦発電所 水車発電機内部点検手入れ 令和8年度

総合管理推進センター 水力発電集中監視制御システム補修 令和5年度

設備監視装置更新 令和3年度

パワーコンディショナ取替 令和5年度

故障通知システム更新 令和2年度

パワーコンディショナ取替 令和6年度

令和6年度

日野谷発電所

川口発電所

マリンピア沖
洲

太陽光発電所

和田島
太陽光発電所

水
力
発
電

太
陽
光
発
電

箇所名

主な修繕工事
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② 収支見通し

○ 長期収支計画

投資計画を踏まえた計画期間の収支見通しは、次のとおり。

※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み

注1）「事業収益」については、令和元～８年度は、営業雑収益として「特別修繕引当金取崩額」

を収益化している。

「特別修繕引当金取崩」の対象工事

○各水力発電所における水車発電機内部点検手入れ工事

：令和2～4年度、令和6～8年度

○各太陽光発電所におけるパワーコンディショナ（直流－交流変換器）取替工事

：令和5～６年度

注2）「人件費」については、令和6年度以降は減少しているが、その要因は、会計制度見直しに
伴う職員全員分の「退職給付引当金」の積立が令和5年度で完了するためである。

長期収支計画表（電気事業）
項目 年度 H29 H30 R1 R2

事  業  収  益   3,053,218 3,109,476 3,403,721 3,362,193
 うち水力電力料 2,757,402 2,784,685 2,803,861 2,803,861
 うち太陽光電力料 233,919 227,118 187,560 187,080
 うち営業雑収益 36,545 77,883 333,450 361,948
事  業  費  用    2,521,949 2,845,026 3,276,948 3,336,366
 うち人件費 891,897 943,124 980,482 1,034,984
 うち修繕費 221,590 333,229 608,348 658,792
 うち減価償却費 576,337 599,606 600,953 598,095

531,269 264,450 126,773 25,827
貸 付 償 還 金 470,862 368,969 294,611 304,867
借入金・企業債 0 0 0 0
そ     の     他 1,509 3,096 1,749 0

計 472,371 372,065 296,360 304,867
改     良    費 920,020 473,920 1,218,803 727,759
他会計貸付金 500,000 0 0 0
そ     の     他 33 25 230,300 0

計 1,420,053 473,945 1,449,103 727,759
-947,682 -101,880 -1,152,743 -422,892
947,682 101,880 1,152,743 422,892

内部留保資金 12,210,743 13,345,522 12,997,943 13,273,380
貸付金残高 4,424,246 4,055,277 3,760,667 3,455,800
企業債残高 0 0 0 0

年
度
末

資
金
状
況

収
益
的
収
支

収
入資

本
的
収
支

支
出

差引
補 填 財 源

収
入

支
出

純損益
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（単位：千円）
R3 R4 R5 R6 R7 R8

3,426,528 3,368,854 3,251,417 3,487,591 3,358,647 3,186,149
2,803,861 2,803,861 2,803,861 2,803,861 2,803,861 2,803,861

186,600 186,120 185,640 185,160 184,680 184,200
426,866 369,723 252,875 489,560 361,321 189,265

3,408,241 3,356,261 3,221,620 3,431,256 3,194,665 3,103,393
1,039,672 990,692 1,042,103 879,588 901,505 983,534

780,297 651,465 358,246 892,637 712,662 557,169
605,198 615,565 634,116 620,960 572,722 550,392
18,287 12,593 29,797 56,335 163,982 82,756

323,385 517,785 312,385 307,385 225,007 141,830
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

323,385 517,785 312,385 307,385 225,007 141,830
733,674 1,058,063 140,239 1,156,146 478,641 114,428
600,000 600,000 0 0 0 400,000

0 0 0 0 0 0
1,333,674 1,658,063 140,239 1,156,146 478,641 514,428

-1,010,289 -1,140,278 172,146 -848,761 -253,634 -372,598
1,010,289 1,140,278 -172,146 848,761 253,634 372,598

12,900,999 12,508,736 13,492,985 13,156,318 13,601,335 14,017,687
3,732,415 3,814,630 3,502,244 3,194,859 2,969,852 3,228,022

0 0 0 0 0 0
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○ 経営指標の見通し

・計画的な事業運営により、経常収支比率は100%以上を維持する。

・計画的な老朽化対策により、減価償却累計率は現行水準を維持する。

経営指標の見通し

○ 投資額と財源の見通し

・知事部局等からの貸付金償還が進むため、計画的な耐震対策及び老朽化対

策を実施しながら、平成38令和8年度末内部留保資金等は約160172億

円を見込む。

・平成39令和9年度以降、建設から70年を超過する日野谷発電所、川口発

電所のリニューアル計画に向け、今期において投資財源を確保する。

投資額と財源の見通し

920

474

1,219

728 734

1,058

140

1,156

479 114

222

333

608

659
780

651

358

893

713

557
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17,40116,75916,72916,63316,32316,99516,35116,57117,246
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万
円
）

改良費 修繕費 内部留保資金等（貸付金含む）
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○ 収益的収支

・事業収益のうち水力電力料については、現行電力料単価（H28,29H30,

R1年度）と電力量での収入を見込み、太陽光電力料については、固定価

格買取制度（FIT）単価と電力量（パネルの経年劣化による発生電力減少

を反映）での収入を見込む。

・営業雑収益には、特別修繕引当金の取崩を「各発電所水車発電機内部点検

手入れ工事」及び「各太陽光発電所パワーコンディショナ取替工事」実施

年度※に見込み、利益の平準化を図る。

（※P19「主な修繕工事」参照：平成32～38令和2～8年度）

・事業費用のうち人件費については、現行料金算定人員を計上する。

また、修繕費については、投資計画に基づく所要額を計上し、減価償却費

には、投資に伴う資産増減を反映する。

・以上により、今後も安定経営を維持し、平均３億円程度の純利益を見込む

する。

○ 資本的収支

・資本的収入のうち、他会計貸付金については、償還計画に基づく償還額を

計上し、企業債等の新たな借入予定はない。

・資本的支出のうち改良費については、投資計画に基づく所要額約9272億

円を見込む。

他会計貸付金については、平成29年度の5億円を含む、令和３,4及び8年

度に工業用水道事業への長期貸付金5計19億円を計上する。

・一般会計繰出金として、令和元年度に水素エネルギー等導入加速積立金2

億3千万円を計上する。

・資本的収支における計画期間内の補填財源合計約6661億円については、

内部留保資金により対応する。

○ 内部留保資金等

内部留保資金については、平成38令和8年度末時点で約142140億円を

見込む。
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３ 「工業用水道事業」経営戦略
（１）現状

① 事業概要

工業用水道事業は、工業開発による地域振興を目指し、昭和39年、徳島市

を中心に鳴門市から阿南市にかけての４市７町１村の県東部臨海地域が新産業

都市建設促進法に基づく地域指定を受けたことに伴い、産業基盤としての工業

用水道を整備することに加えて、地盤沈下や塩水化防止を図ることを目的とし

て、昭和41年４月に工業用水道の建設に着手した。

現在、吉野川北岸工業用水道及び阿南工業用水道の２施設では、33事業所

に１日当たり182,070184,230ｍ3の工業用水を供給し、産業活動に不可欠

な工業用水を低廉な価格で安定的に供給している。

給水先には、輸液やLEDの生産で全国シェアが大きい企業や大規模火力発

電所等があり、国民の生活を支えている。

さらに、給水先33事業所の年間生産額は、約3,8594,030億円に上ってお

り、県内製造品出荷額の約2223.7％を占めている。

② 工業用水道施設の概要

吉野川北岸工業用水道 阿南工業用水道

事　業　名
給水能力
(m3/日)

契約水量
(m3/日)

給水単価
(円/m3)

給水区域
給水先

事業所数
給水開始
年　　月

吉野川北岸 160,000 105,730 14.8 徳島市､鳴門市､板野郡 22 S43.4

阿　　　南 93,000 78,500 16.0 阿南市臨海部 11 S45.4

計 253,000 184,230 － － 33 －

（R1.5.1現在）
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③ 契約状況等

直近10年については、吉野川北岸工業用水道では、給水事業所数の減少な

どにより、契約有収率（契約水量／給水能力）は一時低減傾向にありしたが、

近年は66％台で推移している。

阿南工業用水道の現在の契約有収率は約8284%で、漸増傾向にある。

契約有収率の推移

給水先事業所数の推移

事　業　名
契約水量
(m3/日)

給水量
(m3/日)

吉野川北岸 105,730 52,694

阿　　　南 78,500 65,965

計 184,230 118,659

平均給水量（平成３０年度）
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④ 経営状況

直近10年については、給水企業数の減少はあるものの、契約水量としては、

僅かな減少に留まり、責任水量制による安定した給水収益を確保できたことに

より、安定経営を維持している。

費用面では、計画的な修繕工事の実施や継続的な経費の効率化に努めること

により、低廉な料金水準を20年以上維持している。

借入金のうち企業債については、新規発行は行わず償還計画に基づき、計画

的な償還を行い残高低減に努めた。

また、緊急性の高い工業用水道管路の耐震化を進めるために、他会計からの

低利かつ長期借入金を活用し、投資資金に充当した。

収支状況（決算）の推移

  項　目  内部留保額 項　目 借入残高

損 益 勘 定 留 保 資 金 1,585 企 業 債 514

利 益 剰 余 金 1,159 他 会 計 借 入 金 2,500

引 当 金 515 合　計 3,014

合　計 3,259 ・他会計貸付金はゼロ
・損益計算書、貸借対照表、資金
保有状況は平成30年度末の値

資金保有状況
(単位：百万円) (単位：百万円)
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（２）課題と取組

① 巨大地震への対応

○ 課題

南海トラフや活断層地震などの巨大地震に対し、発災後の速やかな復旧や

事業継続のために、危機管理体制の強化を図る必要がある。

特に、中央構造線活断層帯の直上の恐れのある管路については、被災後の

速やかな復旧対策を図る必要がある。

○ 課題解決への取組

【エ 南海トラフ巨大地震・活断層地震、老朽化対策及び

事前復興の取組】

【オ 危機管理体制の強化】

連続地震を見据えたBCP等の見直しや平時からの復旧訓練の実施等に加

え、復旧資機材の追加防災備蓄倉庫等の整備により、危機管理体制の強化を

図るとともに、発災時の応援協定等を有効に機能させるために、関係自治体

等との連携を強化する。

また、発災時における迅速な復旧対応や工業用水を継続して給水するため、

「事前復興マニュアル」を活用した訓練・研修の実施や、管路のダブルルー

ト化、管路被災・取水口塩水化時等の農水管連結による代替水源確保など、

事前復興の取組を推進する。
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② 耐震・老朽化対策の強化

○ 課題

・吉野川北岸工業用水道、阿南工業用水道ともに給水開始から40年以上が

経過しているため、南海トラフ巨大地震等に備えた早急な耐震化や設備の

老朽化対策を計画的に行い、工業用水の安定供給を図る必要がある。

・また、これら耐震・老朽化対策には、多額な費用を要するため、長期的な

視点に立った投資計画を策定するとともに、工事・維持管理等の効率化に

より、ユーザー負担を最小限に抑える必要がある。

・多額の投資による経営負担を軽減するために、国庫補助金が活用できるよ

う、常に補助金制度や国の動向等、関連情報の収集に努める必要がある。

○ 課題解決への取組

【エ 南海トラフ巨大地震・活断層地震、老朽化対策及び

事前復興の取組】

【キ 工事、維持管理等の効率化及びSociety5.0の実装に向けた取組】

【コ 情報収集の強化】

・発災後も工業用水供給が継続できる施設とするため、地震対策に集中投資

するとともに、管路被災時の代替水源確保などの早急に復旧できる対策を

実施し、計画的に施設の老朽化対策を推進する。

・また、設備停止が必要な修繕改良工事の計画や実施においては、施工時期

や工法等の工夫により停止期間の短縮を図るとともに、最新技術の導入、

機能集約や設備容量の見直し等による効率的な設計を通して効率化を行

い、同時に、ライフサイクルコストを考慮した適切な設備の機能維持や長

寿命化を進める。

・工業用水補助金などの制度改正や経営環境の変化に迅速に対応するため

に、情報収集力を強化するとともに、国に対し必要な提言を行う。
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③ 維持管理の更なる効率化確実な機能維持の確保

○ 課題

工業用水の安定供給のために、日常巡視や定期点検を通じて、常に設備の

状態を把握し、状況に応じ速やかな機能回復や工事計画へ反映する必要があ

る。

また、維持管理業務の合理的・効率的な実施のために、省力化に向けた取

組を図る必要がある。

○ 課題解決への取組 【カ 適正な施設の維持管理】

【キ 工事、維持管理等の効率化】

施設・設備を常に良好な状態に維持するため、計画的な設備等の更新、修

繕工事を行うとともに、日常点検や発災後などの緊急点検による故障や被災

状況の速やかな発見と処置により、迅速な機能回復を図る。の確実な実施と、

発災時等においても速やかに機能回復できる体制やマニュアル等を整備す

る。

また、効率的な維持管理を行うため、ロボット活用について、産官学連携

のもと調査研究を行う。

④ 「Society5.0」の実装に向けた取組

○ 課題

IoT、ビッグデータ、AI、ロボットなどの革新技術がけん引する「第４次

産業革命」が進展する中、「事業のスマート化」、「働き方改革」を実現する

ための積極的な取組が求められる。

○ 課題解決への取組

【キ 工事、維持管理等の効率化及びSociety5.0の実装に向けた取組】

過去から蓄積された工水供給支障等の機器異常データを活用して、今後の

異常発生時に迅速かつ的確に対応するため、これまでに実装した「AIトラ

ブルシューティング支援システム」を運用する。

また、水中管路等を点検するため、これまでの運用で培ったノウハウ等を

活かしたドローンを活用する。

⑤ 未売水への対応

○ 課題

吉野川北岸工業用水道では、１日当たりの給水能力（160,000ｍ3）に

対して約34％、阿南工業用水道では、１日当たりの給水能力（93,000ｍ3）

に対して約1816％の未売水がある。

各配水管路に給水能力の制限があるものの、安定した経営を続けていくた

めには、既存ユーザーの情報収集や工業用水の新たな需要開拓に取り組み、

未売水の低減に努める必要がある。

○ 課題解決への取組 【ケ 経営資源の有効活用】【コ 情報収集の強化】

未売水低減のため、新規需要の開拓や雑用水の利用拡大を既存ユーザーや
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管路周辺企業に対し、積極的に営業活動を行うとともに、関係部局と連携し

た情報収集に努める。

⑥ 那賀川水系における渇水対策

○ 課題

那賀川水系においては、過去10年で67回の取水制限が実施されている。

工業被害を軽減するために、これまでも地下水送水設備の整備や、那賀川

渇水調整制度（水の和基金）の創設などを実施してきたが、今後とも関係機

関と連携した渇水対策への取組を行う必要がある。

○ 課題解決への取組 【オ 危機管理体制の強化】

那賀川水系での渇水に備え、地下水送水設備を有効に機能させるために、

計画的な長寿命化対策により、渇水対策を推進する。
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（３）投資計画・収支見通し

① 投資計画

工事の集中化や停止期間の短縮など、計画的かつ合理的な投資計画を作成し

た。

○ 建設改良費

現在、南海トラフ巨大地震対策として、緊急性の高い管路への集中投資（平

成24年度～平成33令和3年度までの10か年）を進めながら、老朽化対策

を計画的に実施する。

計画期間の建設改良費は、以下のとおり。

工法、設計の最適化などの工夫により、工事コストを５％縮減する。
（直近の長期工事計画の工事費に対する削減率）

○ 修繕費

運転保守基準に基づき、計画的に施設・設備の機器点検及び修繕を実施し、

工業用水の安定供給を確保する。

計画期間の修繕費は、以下のとおり。

工法、設計の最適化などの工夫やライフサイクルコストを考慮した適切な

機能維持などにより、工事コストを５％縮減する。
（直近の長期工事計画の工事費に対する削減率）

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計

工業用水道 968 498 596 1,056 771 771 396 460 317 759 6,592

建設改良費　　　　　　　　　　(単位：百万円)税込

箇所名 工事名 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

今切第一配水支管布設替

今切配水本管管更生・取替

浄水場浸水対策

農水管接続

配水ポンプ制御盤取替

取水ポンプ制御盤取替

脱水機設備改良

修理工場・資材倉庫建替

予備発電設備取替

監視制御システム取替

幸野配水支管布設替

辰巳配水支管布設替

送水管布設替

電動制水弁取替

吉  野  川
北岸工水

阿 南 工 水

主な改良工事

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計

工業用水道 101 37 200 171 151 247 168 82 69 67 1,293

修繕費　　　　　　　　　　(単位：百万円)税抜
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箇所名 工事名 年度

配水電動機内部点検手入れ
令和2年度
令和3年度

配水ポンプ内部点検手入れ
令和4年度
令和5年度

取水ポンプ電動機内部点検手入れ
令和4年度
令和5年度

取水場閉鎖型配電盤補修 令和3年度

送水ポンプ電動機内部点検手入れ（1号） 令和2年度

送水ポンプ電動機内部点検手入れ（2号） 令和4年度

主な修繕工事

阿南工水

吉野川北岸工水
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② 収支見通し

○ 長期収支計画

投資計画を踏まえた計画期間の収支見通しを、次ページに示す。

○ 経営指標の見通し

・計画的な事業運営により、現行料金水準のもと、必要な投資を行いなが

ら、経常収支比率は100%以上を維持する。

・計画的な管路耐震化と老朽化対策により、減価償却累計率は現行水準を
維持する。

経営指標の見通し

○ 投資額と財源の見通し
・平成33令和4年度までの集中投資期間については、財源確保のため借入

額の増加と内部留保資金が減少する。
・平成34令和5年度以降、投資額の減少に伴い、他会計及び企業債の借入

金残高は償還計画に基づき、計画的に償還を進め、計画期間当初の水準を
維持する。また、内部留保資金についてもは、計画期間当初水準への回復
を見込む20億円程度を維持する。

投資額と財源の見通し
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※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み

注1）「事業費用のうち修繕費」については、令和4年度に増加している。その主な要因は、吉野

川北岸工業用水道の「取水ポンプ電動機内部点検手入れ工事」、阿南工業用水道の「送水ポ

ンプ電動機内部点検手入れ工事」に修繕費費用を要するためである。

長期収支計画表（工業用水道事業）
項目 年度 H29 H30 R1 R2

事  業  収  益  1,114,470 1,098,113 1,143,624 1,137,691
 うち料金収入  1,018,007 1,029,597 1,032,414 1,029,593
 うち営業外収益 54,532 65,517 48,703 58,413
事  業  費  用  848,960 825,472 1,107,329 1,090,697
 うち人件費    174,495 193,982 241,705 288,087
 うち動力費    80,760 85,380 91,070 91,070
 うち修繕費    100,984 37,151 200,472 171,019
 うち減価償却費 326,133 339,533 354,491 385,172

265,510 272,641 36,295 46,994
国 庫 補 助 金 141,237 15,699 0 0
その他（売却代） 1,847 6,242 31,611 54,933
借入金・企業債 500,000 0 0 400,000
貸付償還金 0 0 0 0

計 643,084 21,941 31,611 454,933
改     良    費 968,067 498,266 596,486 1,055,638
企業債償還金 195,993 182,233 155,980 118,378
借入償還金 0 0 33,333 66,667
そ     の     他 38 7 0 0

計 1,164,098 680,506 785,799 1,240,683
-521,014 -658,565 -754,188 -785,750
521,014 658,565 754,188 785,750

内部留保資金 3,319,361 3,259,195 2,307,068 1,948,409
借入金残高 2,500,000 2,500,000 2,466,667 2,800,000
企業債残高 696,520 514,287 358,307 239,929

収
支

支
出

純損益

収
益
的

資
本
的
収
支

収
入

資
金
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況

年
度
末

支
出

差引

補 填 財 源
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（単位：千円）
R3 R4 R5 R6 R7 R8

1,137,132 1,197,751 1,163,217 1,180,231 1,166,071 1,166,070
1,066,794 1,066,794 1,093,140 1,090,154 1,095,994 1,095,994

58,202 57,984 57,941 57,941 57,941 57,940
1,050,194 1,162,428 1,092,320 1,143,441 1,137,911 1,140,368

261,950 263,394 270,193 257,982 273,626 267,619
95,810 95,810 98,893 98,893 99,664 99,664

151,107 247,124 168,169 82,109 69,322 67,165
400,966 416,927 413,761 424,465 430,034 453,404
86,938 35,323 70,897 36,790 28,160 25,702

0 0 0 0 0 0
0 13,480 2,860 22,270 0 3,150

600,000 600,000 0 0 0 400,000
0 0 0 0 0 0

600,000 613,480 2,860 22,270 0 403,150
770,604 770,729 395,961 459,831 317,022 759,161
98,609 52,984 35,249 29,904 9,811 7,744
85,185 285,185 85,186 100,000 122,222 144,444

0 0 0 0 0 0
954,398 1,108,898 516,396 589,735 449,055 911,349

-354,398 -495,418 -513,536 -567,465 -449,055 -508,199
354,398 495,418 513,536 567,465 449,055 508,199

2,077,816 1,970,535 1,919,387 1,775,186 1,760,535 1,788,542
3,314,815 3,629,630 3,544,444 3,444,444 3,322,222 3,577,778

141,320 88,336 53,087 23,183 13,372 5,628
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○ 収益的収支

・事業収益のうち料金収入については、現行契約水量による収入を見込むほ

か、増量計画分を反映する。

・営業外収益には、長期前受金戻入額を計上する。

・事業費用のうち人件費については、現行人員を計上する。

また、修繕費については、投資計画に基づく所要額を計上し、減価償却費

には投資に伴う資産増減を反映しており、大幅な増加を見込む。

・以上により、今後も安定経営を維持し、平均１億円程度の純利益を見込む

する。

○ 資本的収支

・資本的収入のうち、国庫補助金については、積極的な活用を目指すが、確

定分のみを計上する。

また、借入金・企業債については、財源不足を補うため平成29年度の5

億円を含む、他会計借入金約1025億円と新規企業債借入約14億円を見

込む。

・資本的支出のうち改良費については、投資計画に基づく所要額約6266億

円を計上するほか、償還計画に基づき、企業債及び他会計借入償還金約2

018億円を計上する。

・資本的収支における計画期間内の補填財源合計約56億円については、内

部留保資金及び借入金により対応する。

○ 内部留保資金等

・内部留保資金については、資金需要がピークとなる平成32令和2～4年度

までは低調に推移するものの、その後は順次増加傾向となり、に他会計か

らの借入金で補うことにより、20億円程度を維持し、令和8年度末時点

で約1918億円を見込む。

・他会計及び企業債の借入金残高について、令和2～4年度の資金需要ピー

クとなる平成32年度の後の令和4年度に約4437億円をピークに償還が

進みでピークとなり、令和8年度末時点で約3336億円を見込む。
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４ 「土地造成事業」経営戦略
（１）現状

① 事業概要

土地造成事業は、自然との調和を図りつつ、工業開発によって地域の産業基

盤を整備し、地域の発展と住民の福祉増進を図ることを目的として、昭和43

年10月から現在までに、臨海部で１地区、内陸部で５地区の合計約182ha

の工業用地の造成を実施した。

平成26年３月に西長峰工業団地が分譲完了（リース契約含む）し、全区画

が売却済みとなっているため、適正な維持管理に努めている。

西長峰工業団地

団　　地　　名 造成年度
造成面積
（ｍ2）

工業用地面積
（ｍ2）

三好地区工業用地 S43～44年度 16,529 16,529

美馬地区工業用地 S43～45年度 31,140 30,169

鴨島中央工業用地 S48～58年度 136,797 122,010

土  成 工 業 団 地 S59～62年度 198,312 165,352

辰  巳 工 業 団 地 S43～H9年度 1,259,474 1,170,016

西 長 峰 工業団地  H元～H4年度 182,721 122,525

合計 － 1,824,973 1,626,601

土地造成の概要（実績）

所 在 地 阿波市阿波町西長峰

総 面 積 18.2ｈａ

リース契約面積 2.98ｈａ

リ ー ス 区 画 数 ２区画（ＡＢ区画）

分 譲 条 件
１㎡当たり13,600円、リース制度、
分譲代金の割賦制度あり

誘 致 対 象 業 種
「一般機械器具及び電気機械器具製造業等の製造業」､
「道路貨物運送業」､「倉庫業」､「こん包業」､「卸売業」

（R1.5.1現在）西長峰工業団地の概要
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② 経営状況

平成25年度については、造成地売却に伴う「原価割れ」（分譲価格が造成原

価を下回ること）により、純損失が約6千2百万円となった。

収支状況（決算）の推移

  項　目  内部留保額 項　目 貸付残高

損 益 勘 定 留 保 資 金 1,025 他 会 計 貸 付 金 50

利 益 剰 余 金 166

合　計 1,191

(単位：百万円) (単位：百万円)

・企業債未償還残高はゼロ
・損益計算書、貸借対照表、資金
保有状況は平成30年度末の値

資金保有状況



39

（２）課題と取組

① 誘致企業ニーズとのマッチング

○ 課題

高度成長期以降のこれまでの土地造成は、工業用地を造成した後、企業誘

致を行ってきたが、社会経済情勢の低迷により、西長峰工業団地においては

造成後約20年の分譲期間を要した。

今後は、時代の要請や企業ニーズとのマッチングを考慮した、新たな土地

造成への対応を図る必要がある。

○ 課題解決への取組 【コ 情報収集の強化】

土地造成の新たな対応として、県土の均衡ある発展や津波被害の回避を図

るため、企業ニーズに応じて内陸部での誘致の検討なども行い、関係部局と

連携して、誘致企業の情報収集に努め、オーダーメイド型での誘致を促進す

る。

② リース契約地の早期売却

○ 課題

西長峰工業団地は、全区画分譲済みであるが、リース契約地の早期売却に

向け取り組む必要がある。

○ 課題解決への取組 【ケ 経営資源の有効活用】

リース契約企業の業績動向等に注視しながら、契約企業への営業活動や関

係部局との連携を図りながら、早期売却に向けた取組を行う。
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（３）投資計画・収支見通し

① 投資計画

現段階では、新たな土地造成案件はないため、工業用水道事業等への長期貸

付を計画する。

② 収支見通し

○ 長期収支計画

投資計画を踏まえた計画期間の収支見通しは、次のとおり。

※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み

注1）「事業収益」については、平成33年度以降若干減少している。その要因は、工業用水道事

業への長期貸付により「内部留保資金」の減少に伴う預金利息の減のためである。

○他会計貸付金額：平成32年度2億5千万円、平成33年度4千万円

平成29年度：5千万円、令和2年度：4億円

長期収支計画表（土地造成事業）
項目 年度 H29 H30 R1 R2

事  業  収  益 8,126 7,989 7,910 7,955
事  業  費  用 1,182 1,151 1,472 1,470

純損益 6,944 6,838 6,438 6,485
貸付 償 還 金 137,692 0 0 0
借入金・企業債 0 0 0 0

計 137,692 0 0 0
改     良    費 0 0 897 0
他会計貸付金 50,000 0 0 400,000

計 50,000 0 897 400,000
87,692 0 -897 -400,000

-87,692 0 897 400,000

内部留保資金 1,184,583 1,191,421 1,196,962 803,447

貸付金残高 50,000 50,000 50,000 450,000

企業債残高 0 0 0 0

資
金
状
況

年
度
末

収
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（単位：千円）
R3 R4 R5 R6 R7 R8
7,955 7,955 7,955 7,955 7,955 7,955
1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470
6,485 6,485 6,485 6,485 6,485 6,485

0 0 0 14,185 14,185 64,185
0 0 0 0 0 0
0 0 0 14,185 14,185 64,185
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 14,185 14,185 64,185
0 0 0 -14,185 -14,185 -64,185

809,932 816,417 822,902 843,572 864,242 934,912

450,000 450,000 450,000 435,815 421,630 357,445

0 0 0 0 0 0
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○ 経営指標の見通し

賃貸収入により、収益を確保する。

経営指標の見通し

○ 保有資金の見通し

平成32,33令和2年度に工業用水道事業へ約34億円を長期貸付する。

（平成36令和6年度から償還開始）

保有資金の見通し
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○ 収益的収支

・事業収益には、リース契約地の賃貸収入、預金利息及び貸付金利息を計上

する。

・事業費用については、交付金等の一般管理経費を見込む。

・以上により、今後も安定経営を維持し、純利益を確保するものと見込む。

○ 資本的収支

・資本的収入については、平成29年度の約1億4千万円を含む、他会計貸付

金償還金約２億３千万円を計上し、資本的支出には、工業用水道事業への

長期貸付金約３4億円を含む、約4億5千万円を計上する。

・資本的収支における計画期間内の補填財源については、内部留保資金によ

り対応する。

○ 内部留保資金等

・内部留保資金については、平成38令和8年度末時点で約119億円を見込

んでおり、将来の新規造成への投資財源として確保する。
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５ 「駐車場事業」経営戦略
（１）現状

① 事業概要

藍場町地下駐車場は、徳島駅周辺の交通渋滞の緩和や「あわぎんホール（郷

土文化会館）」及び藍場浜公園利用者の利便性を図ることを主たる目的として、

昭和48年、第１駐車場（収容台数100台）の営業を開始した。

その後、昭和49年には、第２駐車場（収容台数200台）が完成し、総収容

台数は、300台となった。

また、平成20年度から平成21年度にかけて、第１駐車場にエレベーターの

設置と車いす使用者用駐車区画の増設工事を実施し、平成21年８月には総収

容台数が295台となった。

松茂駐車場は、高速バス利用者のパーク・アンド・バスライドを円滑にする

とともに、物産館利用者のための駐車場として、平成15年４月から221台の

駐車場として営業を開始し、平成16年３月には、収容台数が230台となった。

多様化する利用者ニーズに的確に対応するために、平成18年度から両駐車

場とも指定管理者制度を導入し、効率的な管理運営に努めている。

② 駐車場施設の概要

藍場町地下駐車場 松茂駐車場

（R1.7.1現在）

駐車場名 所在地 収容台数

最初1時間 以後30分毎 全日(24時間) 昼間(7時～22時) 夜間(17時～翌日9時)

19,000円/月 12,000円/月

14,000円/月
(日曜日､国民の祝日
の午前9時から午後
5時までは除く)

10,000円/月
(日曜日､国民の祝日
を除く)

最初1時間 以後1時間毎

無料

100円　上限500円
※身体障害者手帳、精神障
害者保健福祉手帳、療育手
帳の交付を受けている障が
い者対象　最初の24時間
分無料

駐　　車　　料　　金

藍場町地下
徳島市
藍場町

295台

普　通　駐　車

松　　　茂
板野郡
松茂町
中喜来

230台

普　通　駐　車

300円

150円　上限1,000円
(8/12～8/15を除く)
※身体障害者手帳、精神障
害者保健福祉手帳、療育手
帳の交付を受けている障が
い者対象　最初の2時間分
無料

定　期　駐　車

4,000円/月
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③ 駐車実績
直近10年について、藍場町地下駐車場の利用状況は、平成19年度をピーク

に平成26年度まで減少傾向であったが、平成27、２８年度は８年ぶりに増加

に転じた近年の大型商業施設の郊外への進出や駅前商業施設の利用者減少など

により、平成２９年度以降減少傾向にある。

利用台数増加の主な要因としては、平成27年4月の徳島市立文化センター

閉館によるあわぎんホールの利用増加及び利便性向上のため7月から平日上限

制を導入したことなどによる。

また、松茂駐車場の利用状況は、近年、減少かほぼ横ばい傾向にある平成２

８年度以降増加傾向にある。

その要因としては、周辺に民間駐車場が増え、県営よりも安い料金設定がな

されたことにより有料駐車台数が減少しているものの、高速バス利用者の送迎

等による最初の1時間の無料駐車台数が増加したことなどによる。

利用台数の推移

駐車場名 H26 H27 H28 H29 H30

藍場町地下 139,243 154,561 159,852 148,858 140,816

松　　　茂 56,670 56,564 58,446 61,214 62,950

計 195,913 211,125 218,298 210,072 203,766

利用台数の推移

(単位：台)

定期駐車、無料駐車を含む。



46

④ 経営状況

直近10年については、指定管理者からの固定納付金収入により、安定した

収益のもと健全経営を維持している。

借入金である企業債については、償還計画に基づき平成26年度に償還が完

了している。

収支状況（決算）の推移

  項　目  内部留保額 項　目 借入残高

損 益 勘 定 留 保 資 金 484 企 業 債 0

利 益 剰 余 金 269

引 当 金 121

合　計 874

(単位：百万円) (単位：百万円)

・他会計貸付金はゼロ
・損益計算書、貸借対照表、資金
保有状況は平成３０年度決算値

資金保有状況
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（２）課題と取組

① 巨大地震への対応

○ 課題

南海トラフや活断層地震などの巨大地震に対し、発災後の速やかな利用者

避難や施設の復旧など事業継続のために、BCPの見直しや復旧訓練の強化

を図る必要がある。

○ 課題解決への取組 【オ 危機管理体制の強化】

連続地震を見据えたBCP等の見直しや定期的な避難誘導訓練の実施によ

り、危機管理体制の強化を図る。

② 利便性向上・老朽化対策の更なる取組

○ 課題

・同駐車場は営業開始から40年以上が経過しており、今後、老朽化した駐

車場設備の更新や修理等を計画的に行いうとともに、さらなる利便性向上

により安定した事業運営を図る必要がある。

・藍場町地下駐車場では、大型商業施設の郊外への出店・進出、さらには駅

前大手商業施設の閉店などにより、徳島駅前の集客力の低下が懸念される

ことから、新町・元町地区の施設やイベントなどとの連携を図る必要があ

る。が低下し厳しい経営状況になることが懸念される。

・また、松茂駐車場では、民間駐車場との競合や高速バス乗降者数の低下

が懸念されることから、利用者ニーズやバス会社の動向等の把握に努め、

今後もより一層の利用促進に取組む必要がある。

・両駐車場とも、老朽化対策には、多額の費用を要するため、長期的視点に

立った投資計画を策定するとともに、工事・維持管理等の効率化を進める

必要がある。

○ 課題解決への取組

【エ 南海トラフ巨大地震・活断層地震、老朽化対策及び

事前復興の取組】

【キ 工事、維持管理等の効率化及びSociety5.0の実装に向けた取組】

【ケ 経営資源の有効活用】

・安定した事業運営のため、計画的な施設の老朽化対策を実施しながら、利

用者の利便性向上のための必要な対策を講じる。するとともに、キャッシ

ュレス社会の進展に対応した新たな料金システムの導入や、場内の照明の

LED化、さらにすべての利用者に優しい駐車場とするため、パーキング

パーミット区画の拡充など、利用者の目線に立った使いやすく便利な駐車

場への取組を強化する。

・駅前大手商業施設閉店後の新たなテナント誘致等の状況を注視地元自治体

と連携した取組も検討するとともに、指定管理者と連携して、周辺施設や

地域のイベント等に併せた各種キャンペーンを実施する。

また、県営駐車場の利点を広報するとともに、駐車場利用状況を的確に把
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握することにより、経営環境の変化に対応した取組を行う。

・また、駐車場の休業や設備停止が必要な修繕改良工事の計画や実施におい

ては、利用者への影響を極力低減するよう設備停止が必要な修繕改良工事

の計画や実施においては、施工時期や工法等の工夫により休業、停止期間

の短縮を図るとともに、最新技術の導入、機能集約や設備容量の見直し等

による効率的な設計を通して効率化を行い、同時に、ライフサイクルコス

トを考慮した適切な設備の機能維持や長寿命化を進める。

③ 適正な維持管理

○ 課題

安定した事業運営のために、日常巡視や定期点検を通じて、常に設備の状

態を把握し、状況に応じ速やかな機能回復や工事計画へ反映を図る必要があ

る。

○ 課題解決への取組

【カ 適正な施設の維持管理】

【キ 工事、維持管理等の効率化及びSociety5.0の実装に向けた取組】

施設・設備を常に良好な状態に維持するため、計画的な設備等の更新、修

繕工事を行うとともに、日常点検や発災後などの緊急点検による故障や被災

状況の速やかな発見と処置により、迅速な機能回復を図る。

④ 情報収集の強化

○ 課題

利便性や快適性の追求など、高度化する利用者のニーズ把握と速やかな対

応を図る必要がある。

○ 課題解決への取組 【コ 情報収集の強化】

利用者ニーズの的確な把握と経営環境の変化に迅速に対応するために、周

辺駐車場の動向やアンケート調査の実施など情報収集の強化を図る。
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（３）投資計画・収支見通し

① 投資計画

駐車場営業への影響が最小限となるよう配慮し、工事の集中化や停止期間の

短縮など計画的な投資計画を作成した。

ただし、藍場町地下駐車場については、営業から40年が経過しており、土

木構築物に関しては定期的に劣化診断調査等を実施し、必要に応じ工事計画見

直し時に反映する。

○ 建設改良費

設備更新に併せ利便性向上策を織り込んだ老朽化対策を計画的に実施す

る。

計画期間の建設改良費は、以下のとおり。

工法、設計の最適化などの工夫により、工事コストを５％縮減する。
（直近の長期工事計画の工事費に対する削減率）

○ 修繕費

運転保守基準に基づき、計画的に施設・設備の修繕を実施し、安定した事

業運営を確保する。（指定管理者が実施する機器メンテナンスは除外してい

る）

計画期間の修繕費は、以下のとおり。

工法、設計の最適化などの工夫やライフサイクルコストを考慮した適切な

機能維持などにより、工事コストを５％縮減する。
（直近の長期工事計画の工事費に対する削減率）

箇所名 工事名 年度

泡消火設備配管取替
（工事区画を分割して実施）

 令和2年度
～令和3年度

場内照明設備取替 令和2年度

第２駐車場エレベーター取替 令和2年度

自動車管制装置及び監視カメラ装置取替 令和7年度

場内照明設備取替 令和2年度

自動車管制装置及び監視カメラ装置取替 令和2年度

主な改良工事

藍 場 町 地 下

松 茂

箇所名 工事名 年度

第2駐車場天井補修 令和2年度

排煙ファン補修 令和6年度

松 茂 区画線補修 令和5年度

藍 場 町 地 下

主な修繕工事

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計

駐車場 15.8 19.3 28.8 170.9 19.1 3.7 7.8 0 193.9 24.9 484.2

建設改良費　　　　　　　　　　　(単位：百万円)税込

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 合計

駐車場 6.5 7.0 20.1 30.0 8.1 14.2 9.3 19.3 7.6 9.0 131.1

　　　修繕費　　　　　　　　　　　(単位：百万円)税抜
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② 収支見通し

○ 長期収支計画

投資計画を踏まえた計画期間の収支見通しは、次のとおり。

※収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み

注1）「事業収益」については、令和2年度に増加している。その要因は、営業雑収益として

「修繕引当金取崩額」を収益化するためである。

「修繕引当金取崩」の対象工事

○藍場町地下駐車場第2駐車場天井補修：令和2年度

注2）「事業費用」については、令和6年度に減少している。その要因は、藍場町地下駐車場の土

木施設の償却が、令和5年度に完了することで「減価償却費」が減となるためである。

令和7年度以降は、改良工事に伴い「減価償却費」は増加する。

長期収支計画表（駐車場事業）
項目 年度 H29 H30 R1 R2

事  業  収  益  76,925 75,925 75,843 103,839
 うち指定管理料 75,000 75,000 75,000 75,000
事  業  費  用  46,661 53,301 69,617 102,572
 うち修繕費    6,543 6,976 20,051 29,981
 うち減価償却費 38,804 38,537 39,853 38,598

30,264 22,624 6,226 1,267
貸付 償 還 金 0 0 0 0
借入金・企業債 0 0 0 0
そ     の     他 0 22 133 765

計 0 22 133 765
改     良    費 15,827 19,323 28,761 170,858
他会計貸付金 0 0 0 0
企業債償還金 0 0 0 0

計 15,827 19,323 28,761 170,858
-15,827 -19,301 -28,628 -170,093
15,827 19,301 28,628 170,093

内部留保資金 830,229 873,479 890,302 727,829
貸付金残高 0 0 0 0
企業債残高 0 0 0 0

資
金
状
況

年
度
末

差引

収
入

純損益

支
出

補 填 財 源

支
出

収
益
的
収
支

収
入資

本
的
収
支
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（単位：千円）
R3 R4 R5 R6 R7 R8
75,830 75,830 75,830 75,830 75,830 75,830
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
62,240 68,112 59,864 48,949 60,854 50,572
8,143 14,184 9,345 19,346 7,600 8,990

43,327 46,096 42,981 21,699 32,823 34,223
13,590 7,718 15,966 26,881 14,976 25,258

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

19,113 3,658 7,848 0 193,942 24,934
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

19,113 3,658 7,848 0 193,942 24,934
-19,113 -3,658 -7,848 0 -193,942 -24,934
19,113 3,658 7,848 0 193,942 24,934

764,123 813,423 863,605 911,521 760,227 792,798
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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○ 経営指標の見通し

・利用者ニーズを反映した利便性向上策を実施し、現状程度の利用台数の増

加を見込むを維持する。

・計画的な老朽化対策により、減価償却累計率は現行水準を維持する。

・令和2年度に固定資産除却費の増大により収益減となるが、藍場町地下駐

車場の土木施設関係は、建設から50年が経過する平成36令和5年度に償

却が完了するためし、減価償却費の減少に伴いが減少することもあり、収

益増となるを維持する。

経営指標の見通し

○ 投資額と財源の見通し

・平成３2、３3年度に工業用水道事業へ２億円を長期貸付する。

（平成３6年度から償還開始）

・老朽化した土木施設の改修には、多額の投資が予想されるため、投資財源

を確保する。

投資額と財源の見通し
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○ 収益的収支

・事業収益には、指定管理者からの固定納付金収入を見込む。

・事業費用のうち修繕費については、投資計画に基づく所要額を計上し、減

価償却費には、投資に伴う資産増減を反映する。

・以上により、今後も安定経営を維持し、純利益を確保するものと見込む。

○ 資本的収支

・資本的収入については、平成36年度から他会計貸付金の償還を見込む。

・資本的支出のうち改良費については、投資計画に基づく所要額約４5億円

を計上し、他会計貸付金には、工業用水道事業への長期貸付金2億円を計

上する。

・資本的収支における計画期間内の補填財源合計約5億円については、内部

留保資金により対応する。

○ 内部留保資金等

・内部留保資金については、平成38令和8年度末で約９8億円の見通しであ

るが、土木構築物の改修には多額の修繕・改良費が必要となるため、投資

財源として確保する。
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第４章 計画の推進

１ 推進方策
（１）進行管理

① ＫＰＩの設定

施策ごとの進捗状況を検証するためにKPI※を設定する。

※KPI：重要業績評価指標（Key Performance Indicator）

② ＰＤＣＡサイクルの確立

計画的に事業を実施し、効果的・効率的な事業の推進を図るため、

ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Action）サイクルによる進行管理を実施

する。

○ 計画（Plan）

・「経営目標」を見据え、平成33令和３年度までの年度目標、KPIの設定

・県民に分かりやすい指標の設定

○ 実行（Do）

・社会経済環境の変化や県民ニーズに迅速に対応した事業の実施

・県行政とより一層の連携を図った事業の推進

○ 評価（Check）

・企業局幹部職員で組織する「企業局戦略会議」で進捗状況を評価し、外部

委員で組織する「戦略的経営推進委員会」で意見を聴取

・結果はホームページ等で公表

○ 改善（Action）

・経営環境等の変化に機敏に対応した計画の見直し

・様々な意見に基づく計画や実施内容等の見直し、改善

（２）進捗状況の検証

「企業局戦略会議」において、目標に対する各年度の進捗状況を検証するとと

もに、進捗が遅れている項目については、改善策も合わせて検討し、必要に応じ

計画の見直しを行う。

「戦略的経営推進委員会」に、進捗状況の評価や改善策を報告し、意見を聴取

する。

（３）情報発信

計画の推進においては、利用者、県民の視点から、事業推進の情報発信を行う。

評価を受けた計画の進捗状況をホームページ等で公表し、寄せられた意見を計

画の推進に反映する。

「企業局戦略会議」や「戦略的経営推進委員会」での意見や評価は、職員全体
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に周知し、職員が一体となった取組を図る。

県民の理解と協力のもと、計画が推進できるよう、ホームページやSNS、プ

ロモーションビデオ等を活用し、広報広聴活動の充実強化を図る。



目標 NO 再掲

1～３ ① 自然エネルギー導入の加速
3
△2
＋1

４～10 ② 「既存ストックの有効活用」と
「政策連携」による地方創生への貢献

8→14
7
＋1

11～16 ③ 戦略的な情報発信の推進
14→8
16→67

6
△1

17～22 ④ 南海トラフ巨大地震・活断層地震、
老朽化対策及び事前復興の取組

21→36
22→37

6
△1
＋2

23～30 ⑤ 危機管理体制の強化
8
△4

31～35 ⑥ 適正な施設の維持管理 31→39
5
△3

36～40 ⑦ 工事、維持管理等の効率化及び
Society5.0の実装に向けた取組

36→21
37→22
39→31

5
△2
＋1

41～47 ⑧ 未来を切り拓く人づくりと組織づくり
7
△1
＋1

48～58 ⑨ 経営資源の有効活用
49→63
51→63

11
△2
＋2

59～67 ⑩ 情報収集の強化
63→
49・51
67→16

9
△4

67
△20
＋8

67
△12

計

１
社会貢献
の加速

２
安全安心
の確保

３
経営力
の強化

取組数

16
△1

24
△7

27
△4

目標達成のための取組

進 行 管 理 表



目標
取組
事項

内容

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

1
H32から
小水力発電施
設の実証実験

削除

地域の協
力が得ら
れないた
め、現状
での導入
は困難

－ 事推

新
①

市町村等によ
る事業化
R2:計画策定
R3:技術支援

追加 事推

2

水素エネル
ギーの導入に
向けた調査・
検討

削除

積立が
R1で終
了し、活
用方法も
決定した

ため

－ 事推

3

市町村・民間等
への相談窓口に
よる技術支援

関係部局と連携
し、市町村・民
間等向け説明会
の実施
毎年実施

継続 － － 事推

 ・企業局ならではの特性を活かして、保有資産の活用や新たな
 　エネルギーを導入し、自然エネルギーの普及啓発に努める。
・企業局の技術力等を活かし、市町村・民間等への導入に向けた、
　技術支援や情報提供を行うと共に、モデル事業の候補地について、
　視点を変えてリサーチを行う。

進行管理表の見直しについて

１．見直し方針
　・「『未知への挑戦』とくしま行動計画」等との整合を図る
　・ＫＰＩをできるだけ定量的な指標とする

２．項目数の増減
　・項目数　55項目（現計画：67項目）　　　　　　 新規  廃止  統合
　　　（内訳）1.社会貢献の加速　15（現計画：16）  +2    -3     0
　　　　　　　2.安全安心の確保　17（現計画：24）  +3    -3    -7
　　　　　　　3.経営力の強化　　23（現計画：27）  +3    -5    -2
　・定量的なＫＰＩ数　28項目（50%）【現計画：17項目（25%）】

水素エネルギーの導入に
向けた調査・検討

小水力発電の
先導的取組

未来を拓く水
素エネルギー
社会への対応

１ 社会貢献の加速 ①自然エネルギー導入の加速

市町村・民間等への技術
支援

取　組

廃止発電所、砂防堰堤など
を活用した実証モデルの検
討・導入

自然エネル
ギー関連技術
の支援

市町村等にお
ける小水力発
電の事業化の
支援

小水力発電の市町村等へ
のプッシュ式導入支援

小水力発電事業化プ
ラン協働推進事業に
よる事業化の支援
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目標
取組
事項

内容

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

4

H29末までに
艇庫用地の整
地及び外灯の
設置

修正

新行動計画
の「カ

ヌー・SUP
拠点整備」
の工程に合

わせる

カヌー・
ＳＵＰの
拠点整備
R3:整備

(R4:開設)

経戦
施設
総管

5
ツアー企画の
実施
毎年実施

修正

地域の事
業者の主
体的な企
画を重視

地域と連
携した

ツーリズ
ム実施数
５回以上

／年

経戦

6

他機関からの
展示物等の借
り入れ
毎年実施

修正
KPIを企
画展示数
に変更

企画展示
数

５回以上
／年

経戦

7
H33までの5
年間で500ha
の取得支援

修正

新行動計画
の「ダム水
源地での公
有林化支

援」の工程
に合わせる

公有林化支
援面積（累

計）
R2:682ha
R3:782ha
(R4:882ha)

経戦

新
②

森林整備面積
（除間伐・植
林等の面積）
80ha以上／
年

追加 経戦

8

スマート回廊
周辺において
林業体験エリ
アを設置・活
用

修正

「エネ・
ミューの
森」等を
活用し

て、普及
啓発を推

進

「エネ・
ミューの
森」等で
のイベン

ト数
３回以上

／年

経戦

9
実施団体への
事業支援
毎年実施

修正
KPIを支援
団体数に

変更

支援団体
数

15団体以
上／年

経戦

10
大学等との継
続的な研究の
実施

修正

取組の実
現性評価
による再
構築が必

要

河川環境
改善策の
検証・再

構築

事推

　川口ダムなど企業局の既存ストックと 地元観光資源を一体として、スマー
 ト回廊構想地域観光資源を有効活用して、「川口ダム湖畔活性化構想」に基
づく取組を進めるとともに、関係機関との連携により、 森林の公有林化支援
 や漁業振興森づくり支援や河川環境改善などによるダム水源地域の活性化を
推進する。

ダム水源地での地域が進
める森づくりを支援

取　組

水源かん養にとって
不可欠な森林管理の
取組を加速させるた
め

町等が実施する森林の除
間伐・植林等を支援

１ 社会貢献の加速
②「既存ストックの有効活用」と
　「政策連携」による地方創生への貢献

スマート回廊
を核とした地
域振興

 公有林化の
森づくりの
支援

企業局の森づくりを情報
発信

【NO.14と同じ】

 東京五輪キャンプ地誘致を
 見据えたカヌー拠点の整備
 支援
カヌー・SUP等の湖面ス
ポーツに親しめる環境整備

 スマート回廊ツアープロ
 ジェクトの推進
地域の観光資源を活用し
たニューツーリズムの創
出

水源地域で実施する地域
の魅力づくりや環境保全
事業を支援

ダム水源地域
の 漁業振興河
川環境改善

陸封アユの稚魚放流 試験
 等及び汲み上げ放流等の
実施

地域振興の事
業支援

日本科学未来館、あすた
むらんど等との連携
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目標
取組
事項

内容

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

11

ホームページ
の適時更新、
フェイスブッ
ク等による情
報発信
年50回以上

継続 － －
経戦
総管

12

ミュージアム
見学者数
年12,000人
以上

修正

新行動計
画の「川
口エネ・
ミュー年
間延べ体
験者数」
の工程に
合わせる

年間延べ体験
者数(人)：

R2:17,800
R3:18,100

(R4:18,500)

経戦
総管

13

環境学習など
の出前授業の
実施
年10回以上

修正
KPIの実
施回数を
増やす

出前授業
15回以
上／年

経戦

14

スマート回廊
周辺において
林業体験エリ
アを設置・活
用

修正
【No.８
と同じ】

【No.８
と同じ】

経戦

15

ホームペー
ジ、フェイス
ブック等によ
る情報発信
年10回以上

※NO.11の内数

継続 － －

経戦
事推
施設
総管

16

決算状況等を
会議で審議、
ホームページ
で開示
毎年実施

削除
No.67の
記載のみ
とする

－ 経戦

　事業運営に対し、広く県民の理解と協力が得られるよう、多様化し
た各種メディアや既存ストックを活用した積極的な情報発信に努め
る。

ケーブルテレ
ビなどの各種
媒体の活用

工事現場の進捗状況や施
設紹介

経営情報等の
開示

１ 社会貢献の加速 ③戦略的な情報発信の推進

各種メディアを活用した
情報発信

・ケーブルテレビ
・ホームページ
・フェイスブック
・ツイッター
・インスタグラム
・YouTube
・PV（4K）等

自然エネルギーミュージ
アムを活用した見学会、
学習ひろばや県政バス等
の実施

県内小中学校での出前授
業（アウトリーチ）の実
施

企業局の森づくりを情報
発信

【NO.８と同じ】

県民理解の促
進

第三者が行う会議での審
議やホームページでの開
示とパンフレット・冊子
の発行

【NO.67と同じ】

取　組
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目標
取組
事項

内容
・

・

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

17

 H33末までに
緊急性の高い管
路8.4kmの整備

 応急的な河川か
 らの直接取水に
 ついて、他機関
 との連携・推進

修正

他機関と
協議済み
のため、
「整備

率」のみ
とする

8.4kmの整
備率

R2:86%
R3:90%

施設
経戦

新
③

農水管との連結
施工箇所数
R2:3箇所

追加
施設
経戦

新
④

浸水対策
R3:完了

追加
施設
総管

18

活断層直上想定
箇所の資機材配
備

 復旧訓練の実施
 毎年実施

修正

KPIを「防
災備蓄倉
庫等の整
備」と

し、訓練
はNo.25
に含める

防災備蓄
倉庫等の

整備

施設
経戦
総管

19

日野谷発電
所、川口ダム
施設の耐震化
の実施

継続 － －
事推
施設
総管

20
 H34以降の管
路更新優先度
評価の実施

継続 － － 施設

21

電気、工水、駐
車場事業の長期
工事計画の見直
し
２年ごと

経戦
事推
施設
総管

22

電気、工水、駐
車場事業の長期
工事計画に基づ
く設備の更新

事推
施設
総管

集中投資期間後における
計画的な管路の老朽度評
価

工業用水道管路の耐震化

修正

工業用水の代替用水確保
のための他利水管との連
携

計画的な浄水場の浸
水対策を実施

長期工事
計画の見
直しと計
画に基づ
く設備の

更新

活断層地震へ
の対策

施設等の耐震
化の着実な推
進

土木構造物の耐震化への
集中投資、新たな対応の
検討

南海トラフ巨大地震や活断層地震に対し、電力及び工業用水の供給を
継続できるよう10か年計画による積極的な集中投資を行う。
安定供給を確保するため、計画的に施設の老朽化対策を実施する。

取　組

２ 安全安心の確保
④南海トラフ巨大地震・活断層地震、老朽
化対策及び事前復興の取組

 資機材の配備防災備蓄倉
庫等の整備 、想定箇所で
 の復旧訓練の実施

長期工事計画の策定
（見直し）

【NO.36と同じ】 No.21と
No.22を

統合

浄水場浸水対策の集中実
施

南海トラフ巨
大地震対策の
加速

計画的な老朽
化対策

長期工事計画に基づく計
画的な設備更新

【NO.37と同じ】

工業用水道の事前復
興の取組を継続して
実施
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目標
取組
事項

内容

・

・

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

23
新たな災害に
対応したBCP
等の見直し

継続 － － 経戦

24

毎年度当初に
指揮命令系統
マニュアルを
作成及び周知
徹底

経戦
事推
施設
総管

25

防災・事故復
旧訓練・研修
の実施
年4回以上

経戦
事推
施設
総管

26

災害対応訓練
の実施
毎年実施
災害時の電力
の活用

事推
総管

27

香川県、愛媛
県、高知県、
鳥取県との訓
練及び情報共
有
毎年実施

経戦
総管

28

建設業協会と
の訓練及び情
報共有
毎年実施

経戦
施設
総管

29
渇水時におけ
る活用

削除

常時適正な
維持管理に
努め、関係
部局と連携
して運用し
ているため

－
経戦
総管

30
計画的な設備
等の修繕等

継続 － －

経戦
事推
施設
総管

修正

No.27と
No.28を
統合し、
設備業協
会を追加

訓練の実
施

２回以上
／年

メガソーラー電力を活用
した訓練実施

２ 安全安心の確保 ⑤危機管理体制の強化

連続地震を見据えた事業継続計画等の見直しや周知徹底と事故
対応訓練を行うことにより、危機管理体制の強化を図る。
関係機関と連携し､地下水送水設備の長寿命化対策により、渇水
対策を推進する。

四国４県及び鳥取県との
相互応援協定の活用

修正

No.24、
No.25、
No.26を

統合

訓練・研
修の実施
５回以上

／年

建設業協会との応急復旧
工事協定の活用

取　組

防災・事故復旧訓練、研
修の実施

地下水送水設備の長寿命
化対策

発災時の応援
協定等を有効
に機能させる
ための訓練の
実施

渇水対策の推
進

ＢＣＰ、応援協定等の見
直し

地下水送水設備の活用、
新たな対応の検討

連続地震を見
据えたＢＣＰ
等の見直しと
 指揮命令系統
 の周知徹底
各種訓練・研
修の実施

現場復旧における指揮命
令系統の周知徹底
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目標
取組
事項

内容

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

31

規定項目の適
切な点検の実
施
毎年実施
＜参考＞
点検数㉗825件

予防保全によ
る機能維持と
適切なメンテ
ナンスの実施

事推
施設
総管

32

保安規程、保
守基準の見直
し
適宜

事推
施設
総管

33

異常気象時等
の現場待機や
設備巡視、緊
急修理の実施

削除

必要に応
じ現場待
機を行

い、巡視
も通常実
施するた

め

－ 総管

34

緊急時技術者
派遣協定に基
づく、製造
メーカー派遣
技術者の受入

事推
総管

35

機器操作マ
ニュアル等の
見直し及び周
知徹底
適宜

総管

　平時はもとより、発災時にも安定供給ができるよう施設の維持管理
に努める。

平時における
 巡視の実施
機能管理、発
災後の速やか
な機能回復

対応マニュアル、連絡体
制の適宜見直し及び周知

取　組

修正

修正
No.31と
No.32を

統合

点検件数
年度計画
の100%

実施

２ 安全安心の確保

保安規程、保守基準の適
宜見直しと情報共有の促
進

保安規程、保守基準に基
づいた計画的な点検の実
施と予防保全による機能
維持と適切なメンテナン
ス

【NO｡39と同じ】
安定供給のた
めのきめ細や
かな点検の実
施

No.34と
No.35を

統合

異常気象時等の現場待機
や設備巡視、緊急修理の
実施

機器操作
マニュア
ルや緊急
時技術者
派遣協定
等の見直

し

⑥適正な施設の維持管理

緊急時技術者派遣協定の
活用
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目標
取組
事項

内容

・
・
・

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

36

電気、工水、
駐車場事業の
長期工事計画
のの見直し
２年ごと

経戦
事推
施設
総管

37

電気、工水、
駐車場事業の
長期工事計画
に基づく設備
の更新

事推
施設
総管

38

トータルコス
トを考慮した
効率的な設計
の実施

継続 － －
事推
施設
総管

39

規定項目の適
切な点検
＜参考＞
点検数㉗825件

予防保全によ
る機能維持と
適切なメンテ
ナンスの実施

修正
【No.31
と同じ】

【No.31
と同じ】

事推
施設
総管

40

産官学連携に
よる点検等の
省力化、効率
化の調査・研
究

削除

新⑤「企
業局のス
マート

化」で、
ロボット
を活用

－
事推
総管

新
⑤

・AIトラブル
シューティン
グ、異常予知シ
ステムの実装・
活用
・産学官との連
携等で培ったノ
ウハウを活かし
たドローンの活
用

追加
事推
総管

長期工事計画の策定
（見直し）

【NO.21と同じ】

長期工事計画に基づく計
画的な設備更新

【NO.22と同じ】

「企業局のス
マート化」の
推進

設備の保守管理等に
IoT、ビッグデータ、
AI、ロボットなどの革新
技術を実装・活用

設計の最適化

設備の機能維
持、長寿命化

設備更新・修
繕10か年計
画の策定

２ 安全安心の確保
⑦工事、維持管理等の効率化及び
Society5.0の実装に向けた取組

大学、民間等との連携

長期的視点に立った設備更新・修繕計画を策定する。
設計の最適化などの工夫により、トータルコストの縮減を図る。
設備の適切な機能維持と長寿命化を進めるとともに、維持管理業務へ
の ロボット活用の調査・研究革新技術の実装・活用を進める。

取　組

初期投資と維持経費の
トータルコストを考慮し
た効率的な設計

保安規程、保守基準に基
づいた計画的な点検の実
施と予防保全による機能
維持と適切なメンテナン
ス

【NO.31と同じ】

革新技術の実装・活
用を継続して実施

修正
【No.21
と同じ】

【No.21
と同じ】

維持管理への
ロボット活用
の調査・研究
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目標
取組
事項

内容

・

・
・
　
・

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

41
課題に対応す
る組織体制の
強化

削除

H30までに
実施済、

今後毎年の
体制見直し

は困難

－ 経戦

42
電気、機械職
の継続採用枠
の確保

継続 － － 経戦

43

他部局及び
若手職員を含
めたタスク
フォースを設
置し、課題を
検討
毎年実施

継続 － －

経戦
事推
施設
総管

新
⑥

PR動画やエコ
バッグ等の制
作・活用

追加

44

新規技術職員
に対する専門
技術研修の実
施

継続 － －

経戦
事推
施設
総管

45

本局への新規
配置
年1名以上

他部局等との
人事交流の実
施
年1名以上

継続 － － 経戦

46
職員スキル
アップのため
の共同研究等

継続 － －
経戦
事推

47

現場職員と幹
部職員との業
務改善等に係
る意見交換の
実施
年2回以上

継続 － －
経戦
総管

現場からの業
務改善の徹底
によるコスト
意識の醸成

業務と維持管理費等の効
率化

産学官での共
同研究等によ
る専門性のス
キルアップ

大学、民間等との連携

 自然エネルギーなど新た
な課題に対応するための
検討チームの設置

新たな取組の
推進に向けた
組織体制の強
化

活発な人事交
流による「幅
広い視野」
と「新たな発
想」を持った
人づくり

他部局、他機関との積極
的な人事交流

新たな時代に即した戦略
的な広報・ＰＲを通した
企業局への理解の促進

企業局の新た
な広報・ＰＲ
の取組

 自然エネルギー等の新たな取り組みの推進や人事交流などにより、幅
広い視野と新たな発想を生み出す環境づくりに取り組む。
現場力の底上げのために、若い世代に確実に知識・技術を引き継ぐ。
産学官による新たな調査研究などによる専門性スキルとモチベーショ
ンの向上を図る。
現場からの改善と行動で、業務の効率化を徹底する。

取　組

３ 経営力の強化
⑧未来を切り拓く人づくりと組
織づくり

計画的な採用による人材
補強

自然エネルギーなど新た
な課題に対応できる組織
体制の構築

若手職員育成、ＯＪＴ、
資格取得・研修

技術伝承によ
る現場力と技
術力の強化

戦略的な広報・ＰＲを
通じて、有用な人材の
確保に資するため
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目標
取組
事項

内容

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

新
⑦

日野谷発電所
R2:水利使用許
可の変更
R3:運用

追加
事推
総管

48

社会情勢等を
見据えた最適
な契約方法の
検討

修正
No.48と
No.59を

統合

各種会議
等での情
報収集、
意見交換

回数
3回以上／

年

事推

49
企業訪問数
年15社以上

経戦

50
企業訪問数
年15社以上

経戦

51
受水企業意向
調査の実施
2年に1回

修正

KPIを企業
訪問数、
アンケー
ト回数に

修正

・企業訪問
数15社以上

／年
・アンケー
トの毎年実

施

経戦
総管

52
流木、 汚泥発生
泥土の有償販売
利用率100％

継続 － －
経戦
総管

新
⑧

利用台数
20万台以上／
年

追加 経戦

53
キャンペーン
等の実施
年２回以上

継続 － － 経戦

54
高速バス利用
状況の把握と
対応の徹底

継続 － － 経戦

55
企業訪問によ
る状況調査

継続 － － 経戦

56
他会計等への資
金融通の実施

削除

他会計から
具体的な要
望等がな
く、融通元
の資金状況
にもよる

－ 経戦

57

電気、土地 、駐
 車場の３造成事
業からの資金融
通の実施

継続 － － 経戦

58
効率的な資金
運用の実施

継続 － － 経戦

　企業局が保有する資産等の有効活用 を行いにより、収益の増加を図
る。

 最適な売電方法の検討
社会情勢等を見据えた最
適な契約方法や国の動向
を調査

 新規需要の開拓

 【NO.63と同じ】

⑨経営資源の有効活用

取　組

他施設、イベント等との
連携

顧客、バス会社等からの
情報収集及び分析

リース契約地
の 早期売却

契約企業への営業活動、
他部局連携による情報収集

駐車場の利便
性向上策

H30の利用台数
203,766台をベース
に20万台を確保

駐車場利用台
数の確保

駐車場利用者の利便性や安
全・安心の向上等を図り、
利用台数を確保

電力システム
改革への対応

未売水の低減
対策

新規需要の開拓や雑用水
としての利用拡大等によ
る契約水量の増大

受水企業訪問（毎年）、
アンケート調査による
ニーズ把握

【NO.63と同じ】

廃棄物の資源
化

ダムの流木、浄水 汚泥発
生泥土などの有効利用

日野谷発電所の発電
量増加による経営力
強化

日野谷発電所
の発電能力の
最大限活用

日野谷発電所の最大取水
量の弾力的運用による発
電能力の最大限活用

３ 経営力の強化

修正

No.49と
No.50を
統合し、
契約有収

率をKPIと
して増大
を図る

契約有収
率

R2:74%
R3:75%

 他工業用水道
会計への財政
支援

病院事業、市町村振興資
金、流域下水道事業など
への資金融通

工業用水道会計の負担軽
減による進捗の加速

資金の効率的
運用

有利な運用利率の確保と
検討
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目標
取組
事項

内容

ＫＰＩ
重要業績評価指標

見直し
内容

理由
新たな
KPI

所管

59

国や他の公営
事業者及び新
電力等の動向
調査

修正
No.48に
含める

各種会議等
での情報収
集、意見交
換回数 3回
以上／年

事推

60
国の予算編成
の情報収集

削除
逐次対応
している

ため
－ 経戦

61

日々の情報交
換及び各種会
議、説明会へ
の積極的な出
席

削除
逐次対応
している

ため
－

経戦
事推
施設
総管

62
政策提言を念
頭に日々業務
に携わる

修正

KPIを提
言実施と
反映状況
に修正

政策提言の
実施かつ政
策への反映

経戦
事推
施設

63

企業訪問数
年15社以上

ユーザー企業意
向調査の実施
2年に1回

修正
【No.51
と同じ】

【No.51
と同じ】

経戦

64

アンケートの
実施
年1,000人以
上

継続 － － 経戦

65

企業立地担当
部局との情報
収集及び情報
共有

削除

未進出で
あった企
業が工場
建設する

ため

－ 経戦

66
電子媒体を活
用した意見収
集

修正
「SNS等
の活用」
に修正

SNSﾌｫﾛ
ﾜｰ数

50人以
上増／年

経戦

67

決算状況等を
会議 で審議、
やホームペー
ジで開示
毎年実施

継続 － － 経戦

　情報源の多様化により、経営環境の変化や多様化する県民や企業
ニーズに対する感度を高め、それらに的確に対応することにより、経
営基盤の強化を図る。

ホームペー
ジ、フェイス
ブック等での
意見聴取

 「意見入力フォーム」
SNS等の活用

国や関係機関との緊密な
連携、積極的な情報収集

工水補助金情報への対応

経営情報等の
開示

第三者が行う会議 での審
 議やホームページでの開
示とパンフレット・冊子
の発行

【NO.16と同じ】

土地造成の新
たな対応

部局連携による誘致の情
報収集

３ 経営力の強化 ⑩情報収集の強化

 工業用水道ユーザーへの企
 業訪問、アンケート調査
受水企業訪問（毎年）、
アンケート調査によるニー
ズ把握
【NO. 49、51と同じ】顧客・利用者

のニーズ調査

利便性向上、利用者ニー
ズ把握に係る駐車場利用
者へのアンケート調査

制度改正、規制緩和への
政策提言

制度改正等の
情報収集・提
案

取　組

電力システム改革への対
応
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